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令和元年度第１８回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和元年１２月２４日 

                    担当部・課：牡鹿総合支所地域振興課〔内線２５５〕 

         産業部観光課〔内線３５３５〕 

① 件  名 

（仮称）石巻市十八成浜ビーチパークの設置について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

十八成浜は、海水浴に多くの観光客が訪れ、地域の主要な観光資源となっていたが、東日本大

震災によりほとんどの家屋が全壊、流出する被害を受けた。さらに、津波の影響と地震に伴う地

盤沈下により、砂浜は大部分が消滅し海面下となった。 

牡鹿半島（本土側）で唯一、海水浴場が開設できる砂浜の復活は、交流人口の増加につながるこ

とから、旅館民宿をはじめ観光関連業者から大きな期待が寄せられていた。 

【目的】 

砂浜を再生し海水浴場として復活させるとともに、海浜公園を整備することにより、市民及び

来訪者へ海洋レクリエーションと憩いの場を提供し、牡鹿地域の観光の振興、交流の促進及び賑

わいの再生を図るもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

なし 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

石巻市震災復興基本計画 

第２章 復興の基本的な考え方 

施策大綱３ 自然への畏敬の念を持ち、自然とともに生きる 

大区分４ 地域資源を活かす 

１ 観光業・施設の再生復興 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２６年 ９月  平成２６年度第１２回庁議で「十八成浜地区海水浴場の再生・跡地整備 

構想」について審議 

平成２９年 ７月  整備事業に関する地区住民説明会開催（全５回） 

  ～令和元年１１月   

⑤ 主な内容 

１ 施設名称 

(1) 名 称  （仮称）石巻市十八成浜ビーチパーク 

(2) 所在地  石巻市十八成浜十八成地内 

 

２ 主な施設の内容 

施設名 施設構造 延床面積 内容 

トイレ・シャワー棟 木造、平屋建て 79.57 ㎡ 

トイレ（男大１器・小３器、女３器、多目的１器） 

シャワー室（男３本、女３本、多目的 1 室）、 

       外シャワー２本 

休憩棟 鉄骨造、平屋建て 181.50 ㎡ 
倉庫兼詰所、洗い場（８給水栓） 

テーブルベンチ８台 

広場  2,500 ㎡ 園路、ベンチ、照明灯、案内板 

※付帯施設 

駐車場  3,200㎡ 普通車８５台、大型バス２台 

用具倉庫 木造、平屋建て 34.78㎡  

資料５ 
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３ 管理方法 

海水浴場及び施設の維持管理は、地元行政区(地縁団体)への委託を予定している。 

 

４ 利用方法 

  施設での火気等の使用等の届出は、地元行政区（地縁団体）を予定。 

  施設の独占利用等は、牡鹿総合支所で許可する。 

 

５ 利用期間等 

利用期間 ４月１日から１１月３０日まで  

利用時間 
午前８時から午後５時まで 

※ただし、７月１日から８月３１日は、午前８時から午後７時まで 

 ※シャワー室利用は、海水浴場開設期間のみ 

 

６ 施設利用料 

  無料 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

夏季においては主に海水浴客向けに利便性を提供し、夏季以外においてもアウトドアレジャー

客やマリンスポーツ客が安心して利用できるような公園機能を提供することで集客をし、さらに、

地域住民にも利用されることで地域コミュニティーの円滑化が促進される。また、牡鹿半島ビジ

ターセンターが計画する自然体験プログラムの実践フィールドとしての利用も可能となり、国立

公園の魅力の発信につなげることで、ツーリズムの重要な拠点となる。 

 

 

【市財政への負担】 

観光施設管理費 １，９２５千円（令和２年度見込） 

 内訳：維持管理業務委託料、消耗品費、光熱水費、下水道使用料 

（参考）海水浴場開設費 ７，４１４千円（令和２年度見込） 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和２年  ２月 令和２年市議会第１回定例会に石巻市十八成浜ビーチパーク条例の制定について

提案（令和２年７月施行予定） 

６月 整備事業完了 

７月 供用開始 

⑨ その他 

   
 


